
こだわり独立制度

高
齢
化
や
核
家
族
化
に
伴
い
社

会
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
が
高
齢

者
の
孤
独
死
。
こ
う
し
た
背
景
を

も
と
に
近
年
参
入
業
者
が
増
加
し

て
い
る
の
が

「遺
品
整
理
」
だ
が
、

同
業
界
内
に

一
石
を
投
じ
る
団
体

が
登
場
し
た
。
今
年
９
月
に
設
立

さ
れ
た

「
遺
品
整
理
士
認
定
協

会
」
だ
。

同
協
会
は
運
送
業
や
リ
サ
イ
ク

ル
業
、
便
利
屋
や
リ
フ
ォ
ー
ム
業

と
い
っ
た
遺
品
整
理
受
託
企
業
の

健
全
化
を
は
か
る
た
め
に
設
立
さ

れ
た
。
協
会
で
は
遺
品
整
理
士
養

成
講
座
を
開
設
し
て
認
定
試
験
を

実
施
す
る
が
、
同
講
座
で
は
廃
棄

物
や
リ
サ
イ
ク
ル
品
の
取
り
扱
い

に
関
す
る
各
法
的
規
則
や
事
例
か

ら
正
し
い
実
務
の
対
応
を
テ
キ
ス

ト
で
学
ぶ
。

試
験
に
合
格
す
れ
ば
遺
品
整

理
士
と
し
て
認
定
さ
れ
る
が
、

問
題
解
容
に
加
え
て
業
務
に
対

す
る
心
構
え
な
ど
を
レ
ポ
ー
ト
に

し
て
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
、
遺

品
整
理
に
携
わ
る
モ
ラ
ル
も
判
定

基
準
に
含
ま
れ
る
。

「
現
状
、
我
々
が
把
握
し
て
い
る

事
業
者
数
は
７
０
０
社
程
度
で
す

が
、
市

の
認
定
を
し

っ
か
り
受
け

て
業
務
を
行
な

っ
て
い
る
の
は
わ

ず
か
１
０
０
社
ほ
ど
に
過
ぎ
ず
、

残
り
の
６
０
０
社
の
中
に
は
不
適

切
な
対
応
を
す
る
企
業
も
存
在
し

ま
す

一

（小
根
英
人
理
事
）

実
際
、
関
連
業
者
に
よ
る
不
法

投
棄
や
高
額
請
求
と

い
っ
た
問
題

が
多

い
。
特
に
高
額
請
求

の
問
題

で
は
弁
護
士

へ
の
相
談
か
ら
民
事

裁
判
に
発
展
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も

多
く
、
放
置
で
き
な
い
状
態
と
な

っ
て
い
る
。

現
在
、
同
協
会
で
は
認
定
講
座

の
啓
家
活
動
と
併
行
し
て
、
本
部

の
近
隣
都
市
で
あ
る
札
幌
市
に
条

例
案

の
制
定
を
組
み
込
む
働
き
か

岸
Ｖ
足
行
な

っ
て
い
る
と

い
う
こ

「
リ
フ
ォ
ー
ム
会
社
や
建
設
業
な

ど
を
中
心
に
認
知
が
広
ま

っ
て
き

て
い
ま
す
が
、
最
近
で
は
身
寄
り

の
な

い
方

の
引
受
人
と
な
る
ア
パ

ー
ト
オ
ー
ナ
ー
な
ど
か
ら
も
徐
々

に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
て
い
ま

す
」

（小
根
理
事
）

遺品整理士の認定制度倉J設
規制のない業界の健金化を図る

違呈整理士認定協会 小根英人理事

プロフィール●1977年 3月 23日 生まれ,北海道出身・高

校卒業後、北海道札幌市にてリサイクル業に従事・遺

品整理を請け負った経験から法規制などを学び、遺品

整理士認定協会の設立に資同。同協会の理事に就任
=

企業データ02011年 9月 設立。遺品整理士の認定 =

育成事業を行い、法規制に沿った適切な対応を業界

に呼びかける。


